   年   月   日　　本様式はＡ３様式となっておりますのでＡ３用紙に印刷のうえご提出をお願いいたします。


専用線オンライン工事申込書

北海道電力ネットワーク株式会社   御中

「発電量調整供給兼基本契約申込書」に付帯して，専用線オンライン工事を貴社の託送供給等約款を承認のうえ，以下のとおり申込みます。

１．申込内容
	発電契約者名
	名　称：
役　職：
氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　印
住　所：

	発電設備設置場所
	


	発電種別
	

	申込種別
	□発電設備新設工事＋専用線オンライン新設工事
□その他工事（　　　　）＋専用線オンライン新設工事
□専用線オンライン新設工事のみ

	電気方式および電圧
	相　　　線式　　　V

	申込目的
	□需給調整市場
【参入予定商品すべてにチェック】
　　□複合商品　　　□一次調整力　　□二次調整力①
　　□二次調整力②　□三次調整力①　□三次調整力②
□余力活用に関する契約
【提供予定の余力にチェック】
　　□上げ余力　  □下げ余力　  □上げ余力＋下げ余力
【（需給調整市場に参入しない場合）提供予定の商品相当すべてにチェック】
　　□一次調整力　　□二次調整力①
　　□二次調整力②　□三次調整力①　□三次調整力②
□発動指令電源
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	連系区分
	高圧　・　特別高圧
	逆潮流
	有　・　無

	専用線オンライン送受信開始希望日
	□発電設備新設工事の連系予定日と同じ
□上記以外（　　　　年　　　月　　　日）



専用線オンライン工事申込書
（2026.XX.XXVer）




２．サイバーセキュリティ対策
□　系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
　　●発電事業の用に供する場合は，電力制御システムガイドラインに準拠した対策を講じます。
　　●発電事業の用に供しない場合は，以下の対策を講じます。
　　　・外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化
　　　　するための対策
　　　・発電設備の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
　　●セキュリティ管理責任者：氏名　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　

３．本申込に係る添付資料
　・単線結線図（接続検討申込書様式5の4（特別高圧・高圧共通））
　・構内平面図（接続検討申込書様式5の7（特別高圧）・接続検討申込書様式5の5（高圧））
　・付近図（接続検討申込書様式5の8（特別高圧）・接続検討申込書様式5の7（高圧））
　


【北海道電力ネットワーク記入欄】
	申込受付日時
	受付担当者
	受付確認者

	年　　    月　    日
　　　　　　　　　　    時　    分
	
	


　　　　　※ 北海道電力ネットワーク株式会社では，ご提供いただいた個人情報は，電気事業の範囲内で利用いたします。












お申込み前に必ずお読みください
北海道電力ネットワーク株式会社


専用線オンラインにおける留意事項について


専用線オンラインについて、以下のとおり留意事項をお伝えいたしますので、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。


≪留意事項≫
　〇ノンファーム型接続の発電設備等、オンラインによる出力制御が必須の発電設備において、余力活用に関する契約により「下げ余力」または「上げ余力＋下げ余力」のご提供をいただく場合、出力制御指令方法や制御装置種別が異なりますので、弊社ホームページ掲載資料「専用線オンライン構築時の出力制御の考え方（リソース：単独発電機）」を参照願います。
　〇需給調整市場への参入をご希望される場合、余力活用に関する契約の希望有無により、弊社の工事内容が異なります。そのため、専用線オンラインを構築した後に余力活用に関する契約を解約または新規に契約を希望される場合は新たに弊社の工事が必要となり、施設に係る費用は事業者様のご負担となりますので、ご承知おき願います。
〇専用線オンラインにおける指令粒度は次のとおりとなります（簡易指令システムの場合、指令粒度は1キロワット単位となります）。
　[専用線オンラインの指令粒度]
・最大受電電力10万キロワット以上：1,000キロワット単位
・最大受電電力10万キロワット未満：  100キロワット単位
〇次の条件に該当しない場合、専用線オンラインの施設は必須ではなく、簡易指令システムやオフラインを採用いただくことも可能となりますので、ご確認のうえ、申込みをいただきますようお願いいたします。
[専用線オンラインが必須となる条件]
・単独発電機で、１発電機の容量が10万kＷ以上の場合
・容量市場を構成するオークションの１つである長期脱炭素電源オークションにおいて、専用線オンラインを構築するよう定められている場合
・需給調整市場において一次調整力または二次調整力①への参入を希望される場合、もしくは余力活用契約において一次調整力または二次調整力①に相当する機能を提供いただく場合※
※　調整力契約において、次に該当する場合は専用線の構築を省略することができます。
· 需給調整市場において一次調整力のみを供出する契約で、オフライン監視が認められているリソース
· 需給調整市場において一次調整力のみを供出する契約で、長期脱炭素電源オークションやグリッドコード等の別要件で専用線オンラインの構築が要件化されていない特別高圧（特別高圧配電線を除く）で連系するオンラインリソース

≪その他≫
　〇専用線オンライン工事に係る検討内容については原則として、発電量調整供給兼基本契約申込書における検討結果と同調して回答いたします。
　〇専用線オンラインにおける伝送項目等については、弊社ホームページ掲載資料「専用線オンライン構築時の情報伝送装置等技術仕様書（単独発電機）」を参照願います。
　〇需給調整市場における余力活用に関する契約における商品ごとの要件については、一般社団法人電力需給調整力取引所および送配電網協議会のホームページに掲載されております、取引規程や取引ガイド等を参照願います。

≪参考≫
　・一般社団法人電力需給調整力取引所ホームページ（需給調整市場）
https://www.eprx.or.jp/outline/
　・送配電網協議会ホームページ（余力活用に関する契約）
　　https://www.tdgc.jp/yoryoku/

以上

